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      ご使用前に必ずお読みください。 

      いつまでも大切に保管してください。





 

 このたびは弊社製品を 
 お買い上げいただきありがとうございます。

は じ め に 

● この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。 
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただいて十分理解され、本製品を最良の状態で正しく 
安全に使用するためにご活用ください。 

● 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。 

● お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで
十分お読みください。 

● 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。 

      危 険 

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを 

示します。 

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを 

示します。 

      警 告 

その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを 

示します。       注 意 

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを 

示します。 取扱注意 

その他、使用上役立つ補足説明を示します。 補  足 

● なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の
   変更を行なうことがあります。 
その際には、本書の内容および写真イラストなど 
の一部が、本製品と一致しない場合がありますの 
で、ご了承ください。 

● ご不明なことやお気付のことがございましたら、
   お買い上げ店か、お近くの販売店・農協（ＪＡ）
またはサービス工場にご相談ください。 

● この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農

   協（ＪＡ）にご注文ください。 
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一般道路走行について 

ローダやアタッチメントを装着した状態で

「道路運送車両法の保安基準」を満たして

いなければ道路走行することはできません
 
ローダやアタッチメントと、トラクタの組み合

わせごとに「保安基準」を満たしていることの

確認が必要です。 

ローダの作業範囲内に人がいないことを確

認し、安全に十分注意し走行する 
 
【守らないと】 
傷害事故につながるおそれがあります。 

必要な対応については農林水産省ホームペー

ジをご参照ください。 

 

https://www.maff.go.jp/j/s

eisan/sien/sizai/s_kikaika/

kodosoko.html 

● 幅の広いアタッチメントを使用しての作業

は、周囲の障害物に注意してください。 
 
● マニアフォーク等、先端が鋭利なアタッチメ

ントを保管する場合、タイン先端にカバーを

取付けてください。 
 
● アタッチメントを保管する場合は、必ずロー

ダからはずしてください。 
 
● 純正アタッチメントを使いましょう。 
 

① 純正アタッチメントは、お客様の「ロー

ダ」に一番よくマッチするよう設計され

ていますので安心して使っていただけま

す。 
② 純正以外のアタッチメントや純正アタッ

チメントを改造したものを使用して事故

や故障が生じた場合、保証いたしかねま

すので御了承ください。 

補   足 
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必ず読んでください

その他 

修理や点検時、ローダを上げエンジンをかけた

状態で、ホースや油圧配管をゆるめない 

 
【守らないと】 
ホースや油圧配管がはずれ、ローダが急降下 
してローダの下敷きになるなど、死亡事故と 
なるおそれがあります。 

警告

長期間使用しない場合 

 
● 長期間使用しない場合はローダをトラクタか
らはずし、ローダの全シリンダを最も縮めた状

態にしてください。 
 
● やむを得ずトラクタにローダを装着したまま
保管する場合は、必ず 
① 先端アタッチメントをはずし 
② ローダを接地させ 
③ ローダの全シリンダを最も縮めた状態に
してください 

 
● ローダを保管する場合は、乾燥した屋内に保管
してください。 

 
● やむを得ず屋外に保管する場合は、雨のかから
ない乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシ

ートをかけてください。 

シートをかける場合は、必ず通気性を確保して

ください。 

 

● レバーリンク回り、各部のピン、バルブのスプ

ール、シリンダのピストンロッドなどの露出部

には、防錆グリスを塗ってください。 

 

● 電磁弁式ローダのスイッチボックス、操作パネ

ル付近ではシリコンを含んでいる潤滑剤や接

点復活剤、タイヤ・レザーワックス、ヘアース

プレーなどの使用はしないでください。ローダ

の作動不具合が起こる可能性があります。 

補　足
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 本製品の使用目的について 
(1)  本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に使用して 
    ください。 
 
  ●  土砂・堆肥・糞等の収集・排出・運搬         ● 堆肥の切り返し 
  ● 牧草・稲わら等の収集                ● 溝掘り・穴掘り 
  ● 整地・排土・除雪                  ● 牧草の押え込み・加圧 
  ● ロールベール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬 
  ● 農用の軽掘削 
  ● 材木・土管・パイプ等の運搬 
  ● 抜根 
 
(2)  本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないで 
  ください。 
 
  使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。 
 
   注意 各アタッチメントの使用目的については、38 ページを参照してください。 
 
(3)  市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりません 
  ので注意してください。 

 補修用部品の供給年限について  

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後９年です。 

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあり 

ます。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であって 

も、部品供給のご要請があった場合は、納期及び価格についてご相談させていただきます。 

 アフターサービスについて 
本製品の調子が悪いとき、42 ページの「トラブルシューティング」に従って点検・整備してもなお 

不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店・ＪＡ（農協）又はサービス工場までご連絡く 

ださい。 

 

  連絡していただきたい内容 

      (1) 型式名 

      (2) 製造番号（機番） 

      (3) 故障内容（できるだけ詳しく） 
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操作レバーを最大上昇にすると、 
フローティングが解除されます。 
（この時Dランプは消灯します） 

注意 フローティングを解除（Dランプ消灯）
   すると、リフトシリンダは上昇・下降 
   方向ともに油圧が働きますので、積荷を 
   持上げる上方向の力はもちろんのこと、 
   下方向にも押さえる力が出ます。 

フローティングでの作業例 

● 除雪作業（バケット・グレーダなど） 
● 集草作業（ヘイフォーク・マニアフォ 
       ークなど） 
● その他収集作業 
● 排土作業 
● 運搬作業 

フローティングの解除 

複動での作業例 

● 積荷の加圧・押さえ込み 
● 前輪を浮かす場合（ぬかるみからの脱出）
● 農用の軽掘削・整地作業 
● ローダを装着・離脱する場合 

2-3 ハイレックキット 

ハイレックキットはオプション（別売）となり

ます。別途ご購入ください。 
ハイレックキットを装着していない場合、Bス

イッチは使用できません。 
 
ハイレックキットはロールグラブや除雪機など

のアクチュエータ（油圧シリンダや油圧モータ）

を持つ先端アタッチメントを作動させるのに必

要な油圧部品です。 

B 

最大

上昇
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穴が合いにくい場合  

(ドッキングピンが入らない場合）

① 操作レバーを「上昇」又は「下降」にしてリフトシリン

ダ右とインジケータのマークを合わせる。 

② 操作レバーを「ダンプ」にする。 

③ ドッキングピンを挿入する。 

5 スタンドを格納する 

① エンジンを停止する。 

② 駐車ブレーキをかける。 

③ スタンドのグリップを持ち、リングピンをはず

す。 

④ スタンドをアームに格納し、リングピンで固定

する。 

 

以上で、装着完了です。 

▲ 上図は電磁弁式ローダの場合 
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① アタッチメントの背面に向かってトラクタを 
   前進させる。 
 
注意 この場合、アタッチメントとアーム（スナップ 
    ヒッチ）が斜めにならない様に注意してくだ 
    さい。 
 
② スナップヒッチ先端Ⓐをアタッチメントのフック 
 Ⓑにひっかける。 (上図)  
 
③ 操作レバーを少し「上昇」にする。 
 
④ 操作レバーを「スクイ」にしてアタッチメントを 
  すくいきった後、操作レバーを「ダンプ」にして 
  アタッチメントを少し前傾させる。 
 
⑤ アタッチ止めピンⒸを差し込む。 
 
⑥ このピンに、抜け止め用のスナップピンⒹを 

差し込む。 
 
注意 スナップピンを差し込む位置は、取付ピン 
   の取手の先端部分です。 
 
以上で､取付完了です。 

● アタッチメントの取付・取りはずしは、平らな 

   場所を選んで行ってください。 

● トラクタはできる限りゆっくりと前進（後進） 

  させてください。（２ km／ｈ以下） 

● トラクタとローダの間に立たないでください。 

● 可動部分に体や手足を入れないでください。 

 

【守らないと】 傷害事故となるおそれがあります。 

      注 意 

アタッチメントの取付・取りはずし 

取付 

取りはずし 

取付の順序①～⑥及び操作を逆に行ってくだ 
さい。 

Ａ GLD25 型以下の場合 
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 始業・保守点検一覧表  

● 点検を行なうときは、ローダやトラクタを平らな場所に置き､ローダを接地（又は離脱）させ､ 

エンジンを止めて駐車ブレーキをかけてから始めてください。 

●  ローダやトラクタを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って始業点検・保守点検を 

    行なってください。 

 【守らないと】死傷事故につながるおそれがあります。 

      警 告 

点  検  項  目 

 ●各部のボルト・ナットのゆる 

   み（目視） 

  

 

 

 ● 各部のピン 

処          置 

 目視でゆるんでいたら増締めする。（バネ座金が取 

 付部から浮いている場合） 

 ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座 

 金を交換する。（適正締付トルクは次ページ参照） 

  
ピンなどの脱落があれば補給する。 

点検時間 

   回転部のグリス・油  グリスアップ・給油する。 

 
 
 
 
 
 

日常点検 

（使用前） 

   前部・前輪ウエイト 

   後部・後輪ウエイト 
ローダ作業時､前部・前輪ウエイトは取りはずす。 
ローダ作業時､後部・後輪ウエイトを取付ける。  
（適正後部ウエイトは､純正部品表参照） 

   油圧作動油の油量確認 

 
 適正量まで補給する。汚れがひどい場合は油を交換 

 する。（適正追加湯量は､組付要領参照） 

   ホースの無理な曲げ・ねじれ  ホース両端の金具をゆるめ､無理な曲げ・ねじれの 
 ない状態にして締め直す。 

   ホースの劣化 

 
 ホースにひび・割れ等の劣化があれば交換する。 

 ホースは 2年毎に交換する。 

   ホース表面のキズ  キズがある場合、至急交換する。 

   その他、破損個所の有無  破損箇所あれば、修理又は交換する。 

   ホース・油圧部品からの油も

れ

 増締めする。又はパッキンを交換する。 

レバー・ケーブル回りへの 

給油 
 油を給油する。 

   各部ピン・ブッシュの磨耗  ピン外径の摩耗量が２ mm 以上であれば交換する。 

   各部のボルト・ナットのゆるみ   
    

 増締めする。ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナ 

 ット・バネ座金を交換する。 

 （適正締付トルクは次ページ参照） 

 

    25 時間 
    使用後 

 ① 初回 
    ５時間 

    使用後 

 ② その後 
    50 時間 

    使用毎 

    50 時間 
    使用毎 

   前輪空気圧  プレッシャゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気
圧にする。（ただし、許容最高圧以下） 
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適正締付トルク表 単位  上段：Ｎ･ｍ 
    （下段：kgf･m）

7.8 ～ 9.3 7.8 ～ 8.8 

（0.8 ～ 0.95） （0.8 ～ 0.9） 

9.8 ～ 11.3 7.8 ～ 8.8 

（1.0 ～ 1.15） （0.8 ～ 0.9） 

12.3 ～ 14.2 

（1.25 ～ 1.45）

一般ボルト・ナット 

打刻なし（又は４Ｔ） ７Ｔ（8.8） ９Ｔ（10.9） 

  SCR3 又は 

  SCM3（調質）

SS41 S20C 

一般 相手がｱﾙﾐの場合

S43C S48C（調質） 

一般 相手がｱﾙﾐの場合 

強度 

区分 

呼び 

Ｍ６ 

Ｍ８ 

Ｍ 10 

Ｍ 12 

Ｍ 14 

Ｍ 16 

Ｍ 18 

Ｍ 20 

17.7 ～ 20.6 16.7 ～ 19.6 

（1.8 ～ 2.1） （1.7 ～ 2.0） 

23.5 ～ 27.5 17.6 ～ 20.6 

（2.4 ～ 2.8） （1.8 ～ 2.1） 

29.4 ～ 34.3 

（3.0 ～ 3.5） 

39.2 ～ 45.1 31.4 ～ 34.3 

（4.0 ～ 4.6） （3.2 ～ 3.5） 

48.1 ～ 55.9 39.2 ～ 44.1 

（4.9 ～ 5.7） （4.0 ～ 4.5） 

60.8 ～ 70.6 

（6.2 ～ 7.2） 

62.8 ～ 72.6  

（6.4 ～ 7.4）  

77.5 ～ 90.2 62.7 ～ 72.5 

（7.9 ～ 9.2） （6.4 ～ 7.4） 

103.0 ～ 117.7

（10.5 ～ 12.0）

107.9 ～ 125.5  

（11.0 ～ 12.8）  

123.6 ～ 147.1  

（12.6 ～ 15.0）  

166.7 ～ 196.1

（17.0 ～ 20.0）

166.7 ～ 191.2  

（17.0 ～ 19.5）  

196.1 ～ 225.6  

（20.0 ～ 23.0）  

259.9 ～ 304.0

（26.5 ～ 31.0）

245.2 ～ 284.4  

（25.0 ～ 29.0）  

274.6 ～ 318.7  

（28.0 ～ 32.5）  

343.2 ～ 402.1

（35.0 ～ 41.0）

333.4 ～ 392.3  

（34.0 ～ 40.0）  

367.7 ～ 431.5  

（37.5 ～ 44.0）  

490.3 ～ 568.8

（50.0 ～ 58.0）

注意  1.ボルトの材質は、ボルトの頭に打刻してある数字で見分けます。 
 
      2.締付ける前に必ず打刻数字を確認し、下表に従って締付けを行なってください。 
 
      3.組付面や組付けのボルト・ナット・座金には油をつけないでください。 
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 トラブルシューティング 
万一ローダの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置 
をしてください。 
またローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する 
場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。 

１ 点検を行なう前に

      警 告 

● ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてください。 
 
● エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内に入らないで 
  ください。 
 
● ローダの下に入らないでください。 
 
【守らないと】 
ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。 

２ 点検中の注意 

● ローダやトラクタの型式・及び機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。 

 （後で連絡するときに便利です） 

 

● 作動不良・作動不具合は､大半が配管間違いや配線不良によるものです。今一度、取扱説明書を 

   よく読んでいただき十分確認してください。 

 

● 型式により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。 

３ 点検後 

●  点検・処置しても①原因がわからない、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの「販売店」

    「ＪＡ」（農協）又はサービス工場までお問い合わせください。 

 

●  油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せ 

    ください。 
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 労働安全衛生規則の抜粋 
（特別教育を必要とする業務） 

第３６条  法第５９条第３項の厚生労働省令で

定める危険又は有害な業務は、次のとおりとす

る。 

 

５の２  最大荷重１トン未満のショベルローダ

ー又はフォークローダーの運転（道路上を走行

させる運転を除く。）の業務 

 

 

（制限速度） 

第１５１条の５  事業者は、車両系荷役運搬機

械等（最高速度が毎時１０キロメートル以下の

ものを除く。）を用いて作業を行うときは、あ

らかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の

状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な

制限速度を定め、それにより作業を行わなけれ

ばならない。 

 

２  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、

同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等

を運転してはならない。 

 

 

（転落等の防止） 

第１５１条の６  事業者は、車両系荷役運搬機

械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運

搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を

防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運

行経路について必要な幅員を保持すること、地

盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防

止すること等必要な措置を講じなければならな

い。 

 

２  事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運

搬機械等を用いて作業を行う場合において、当

該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により

労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘

導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機

械等を誘導させなければならない。 

 

３  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、

同項の誘導者が行う誘導に従わなければならな

い。 

（接触の防止） 

第１５１条の７  事業者は、車両系荷役運搬機

械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両

系荷役運搬機械等又はその荷に接触することに

より労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に

労働者を立ち入らせてはならない。 

ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系

荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限り

でない。 

 

２  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、

同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけれ

ばならない。 

 

 

（合図） 

第１５１条の８  事業者は、車両系荷役運搬機

械等について誘導者を置くときは、一定の合図

を定め、誘導者に当該合図を行わせなければな

らない。 

 

２  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、

同項の合図に従わなければならない。 

 

 

（立入禁止） 

第１５１条の９  事業者は、車両系荷役運搬機

械等（構造上、フォーク、ショベル、アーム等

が不意に降下することを防止する装置が組み込

まれているものを除く。）については、そのフ

ォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより

支持されている荷の下に労働者を立ち入らせて

はならない。ただし、修理、点検等の作業を行

う場合において、フォーク、ショベル、アーム

等が不意に降下することによる労働者の危険を

防止するため、当該作業に従事する労働者に安

全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、

この限りでない。 

 

２  前項ただし書の作業を行う労働者は、同項

ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用し

なければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－64－ <K>GLD

（荷の積載） 

第１５１条の１０  事業者は、車両系荷役運搬

機械等に荷を積載するときは、次に定めるとこ

ろによらなければならない。 

① 偏荷重が生じないように積載すること 

② 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車に

あっては、荷崩れ又は荷の落下による労働者

の危険を防止するため、荷にロープ又はシー

トを掛ける等必要な措置を講ずること。 

 

 

（運転位置から離れる場合の措置） 

第１５１条の１１  事業者は、車両系荷役運搬

機械等の運転者が運転位置から離れるときは、

当該運転者に次の措置を講じさせなければなら

ない。 

① フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下

位置に置くこと。 

② 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持する

ためのブレーキを確実にかける等の車両系

荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講

ずること。 

 

２  前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の

運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

 

 

（車両系荷役運搬機械等の移送） 

第１５１条の１２  事業者は、車両系荷役運搬

機械等を移送するため自走又はけん引により貨

物自動車に積卸しを行う場合において、道板、

盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬

機械等の転倒、転落等による危険を防止するた

め、次に定めるところによらなければならない。

① 積卸しは、平たんで堅固な場所において行う

こと。 

② 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び

強度を有する道板を用い、適当なこう配で確

実に取り付けること。 

③ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅

及び強度並びに適当なこう配を確保するこ

と。 

 

（搭乗の制限） 

第１５１条の１３  事業者は、車両系荷役運搬

機械等（不整地運搬車及び貨物自動車を除く。）

を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所

に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落に

よる労働者の危険を防止するための措置を講じ

たときは、この限りでない。 

 

 

（主たる用途以外の使用の制限） 

第１５１条の１４  事業者は、車両系荷役運搬

機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車

両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に

使用してはならない。ただし、労働者に危険を

及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

 

 

（修理等） 

第１５１条の１５  事業者は、車両系荷役運搬

機械等の修理又はアタッチメントの装着若しく

は取外し作業を行うときは、当該作業を指揮す

る者を定め、その者に次の事項を行わせなけれ

ばならない。 

① 作業手順を決定し、作業を直接指揮するこ

と。 

② 第１５１条の９第１項ただし書に規定する

安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視

すること。 

 

 

（前照灯及び後照灯） 

第１５１条の２７  事業者は、ショベルローダ

ー又はフォークローダー（以下「ショベルロー

ダー等」という。）については、前照灯及び後

照灯を備えたものでなければ使用してはならな

い。ただし、作業を安全に行うため必要な照度

が保持されている場所においては、この限りで

ない。 
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（ヘッドガード） 

第１５１条の２８  事業者は、ショベルローダ

ー等については、堅固なヘッドガードを備えた

ものでなければ使用してはならない。ただし、

荷の落下によりショベルローダー等の運転者に

危険を及ぼすおそれのないときは、この限りで

ない。 

 

 

（荷の積載） 

第１５１条の２９  事業者は、ショベルローダ

ー等については、運転者の視界を妨げないよう

に荷を積載しなければならない。 

 

 

（使用の制限） 

第１５１条の３０  事業者は、ショベルローダ

ー等については、最大荷重その他の能力を超え

て使用してはならない。 

 

 

（定期自主検査） 

第１５１条の３１  事業者は、ショベルローダ

ー等については、一年を超えない期間ごとに一

回、定期に、次の事項について自主検査を行わ

なければならない。ただし、一年を超える期間

使用しないショベルローダー等の当該使用しな

い期間においては、この限りでない。 

① 原動機の異常の有無 

② 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 

③ 制動装置及び操縦装置の異常の有無 

④ 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 

⑤ 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 

 

２  事業者は、前項ただし書のショベルローダ

ー等については、その使用を再び開始する際に、

同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。 

 

第１５１条の３２  事業者は、ショベルローダ

ー等については、一月を超えない期間ごとに一

回、定期に、次の事項について自主検査を行わ

なければならない。ただし、一月を超える期間

使用しないショベルローダー等の当該使用しな

い期間においては、この限りでない。 

① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有

無 

② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 

③ ヘッドガードの異常の有無 

 

２  事業者は、前項ただし書のショベルローダ

ー等については、その使用を再び開始する際に、

同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。 

 

 

（定期自主検査の記録） 

第１５１条の３３  事業者は、前２条の自主検

査を行ったときは、次の事項を記録し、これを

３年間保存しなければならない。 

① 検査年月日 

② 検査方法 

③ 検査箇所 

④ 検査の結果 

⑤ 検査を実施した者の氏名 

⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じ

たときは、その内容 

 

 

（点検） 

第１５１条の３４  事業者は、ショベルロー 

ダー等を用いて作業を行うときは、その日の 

作業を開始する前に、次の事項について点検 

を行わなければならない。 

① 制動装置及び操縦装置の機能 

② 荷役装置及び油圧装置の機能 

③ 車輪の異常の有無 

④ 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の

機能 

 

 

（補修等） 

第１５１条の３５  事業者は、第１５１条の３

１若しくは第１５１条の３２の自主検査又は前

条の点検を行った場合において、異常を認めた

ときは、直ちに補修その他必要な措置を講じな

ければならない。 

 





秋 　 田 事 務 所：電

仙 　 台 事 務 所：電

東 　 京 事 務 所：電

新 　 潟 事 務 所：電

金 　 沢 事 務 所：電

名 古 屋 事 務 所：電

大 　 阪 事 務 所：電

岡 　 山 事 務 所：電

米 　 子 事 務 所：電

福 　 岡 事 務 所：電

熊 　 本 事 務 所：電

株式会社北海道クボタ本社：電

株式会社四国クボタ本社：電

国内農機カスタマーセンター：電

ご購入先でご不明の点がございましたら，下記にお問合わせください。

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず，購入先へ ご相談ください

おぼえのため，該当する項目に記入されると便利です

購入先名

担当

ご購入日

型式名

区分

車台番号（製造番号）

キーナンバー

エンジン型式

エンジン番号

その他装着型式

機械番号
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